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夏服への衣替えのお知らせ

緑が一段と濃くなり、強い日差しを感じる季節となりました。学校では、運動会に向けて生徒の

活動も活発になってきました。

さて、今年度も６月３日（月）より９月３０日（月）の期間は、夏服着用となりますのでお知ら

せいたします。近年は夏服期間の前後に暑い日や寒い日もありますので、本校では移行期間を設け

ております。以下をお読みいただき、ご家庭でのご指導をよろしくお願いいたします。

なお夏服の胸章は、男子のみとなります。

１．夏服への移行期間 ５月２０日（月）～６月８日（土）

・移行期間中は、各ご家庭の判断で夏服で登校しても冬服で登校してもかまいません。

・それ以前の日で夏日が予想される場合などに限り、長袖のワイシャツの代わりに、夏服の半袖

を着用してもかまいませんが、上着とネクタイは持たせてください。

・移行期間後の６月１０日（月）からは、夏服で登校させてください。

２．夏服着用時の注意
←白い線 ＜胸章の付け方＞

・学校から配布した「胸章」を右の図の ①青い線で三等分します

要領でワイシャツの胸ポケットの上に ②白い線で上下を後ろに

付けてください。男子だけです。 1A 折り返します。

←青い線 ③胸ポケットの上に縫い

・ネクタイは不要です。ボタンも第一ボ つけます。

タンまでなら、開けてかまいません。 ＊足りない場合は１枚５１円

で事務室にて購入できます

・シャツは必ずズボンやスカートの中に 1A
入れ、だらしなく出さないでください。

・女子は学校指定のサマーベスト以外の

ベストの着用は認めません。

1A 1A

３．夏服期間の終了 ① ②

・９月１７日（火）～１０月１１日（金）までを冬服移行期間とする予定です。この期間は夏服

でも冬服でもかまいません。

・移行期間後の１０月１５日（火）からは、冬服で登校してください。


